
取扱説明書

お願い この取扱説明書は, バルブの取り扱い
担当者に確実にお渡し下さい。

日阪ボールバルブ
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＜点検内容の記録についてのお願い＞
　定期点検を実施した場合は，下記の項目について点検内容の記録
を残しておくことをおすすめします。点検内容の記録は，製品寿命
の予測，トラブル対策，消耗部品交換の確認など，様々な場面でお
役に立ちます。

※分解点検の前に，バルブの取り外しの章および別紙分解組立手順
　書を参照して分解し，点検後の組立に必要な事項を記録しておい
　てください。
※分解前にバルブを操作し，異常の有無を確認してください。

＜点検項目＞
（１）外観検査
　　　ボディ・ボディキャップ・ステム・ボール・ボールシート・
　　　ボディとボディキャップ接合フランジ部のボルト・ナット類
　　　および空気配管に部品の欠損・損傷・破損・腐食がないかを
　　　確認してください。また，塗装部の劣化についても確認して
　　　ください。
（２）ボールの傷点検
　　　ボールにシート漏れの原因となる傷などがないか確認してく
　　　ださい。
（３）ステム部の傷点検
　　　ステムに傷がないか確認してください。
（４）本体からの漏れ跡の点検
　　　ボディ・ボディキャップ接続部・ボディ表面から漏れが発生
　　　していた形跡がないか確認してください。
（５）グランド部からの漏れ跡の点検
　　　グランド部から漏れが発生していた形跡がないか確認してく
　　　ださい。
（６）シート部の傷の確認
　　　ボールシートおよびボディ・ボディキャップのシート装着部
　　　に弁座漏れを発生させるような傷，腐食などの劣化がないか
　　　確認してください。異常がある場合は，部品またはバルブを
　　　交換してください。
（７）ボディ内部のスケールの確認
　　　ボディ内部などにスケールが付着・堆積していないか確認し
　　　てください。スケールが付着している場合は，これを取り除いて
　　　ください。
（８）ボディ，グランド部内面の傷，腐食の確認
　　　ボディ，グランド部内面にグランド漏れを発生させるような傷，
　　　腐食などの劣化がないか確認してください。異常があればバ
　　　ルブを交換してください。21
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●バルブの分解や保守で発生した古い部品は，産業廃棄物と
　して適切に処理してください。安易に燃やしたり，廃棄す
　ると環境汚染の原因になります。
●ふっ素樹脂製品の破棄は，焼却しないで不燃物として処理
　してください。ふっ素樹脂を焼却すると，有毒なガスが発
　生します。

注 意

（９）ボディ，ボディキャップ接合フランジ部の傷，腐食の確認
　　　ボディ，ボディキャップ接合フランジ部のガスケット面に漏
　　　れを発生させるような傷，腐食などの劣化がないか確認して
　　　ください。異常があればバルブを交換してください。
（１０）配管フランジ面の傷，腐食の確認
　　　配管フランジのガスケット面に漏れを発生させるような傷，
　　　腐食などの劣化がないか確認してください。異常があればバ
　　　ルブを交換してください。
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　ここでは，装置からバルブを取り外す作業について説明します。
定期点検など，バルブを装置から取り外す場合には，次の注意事項
を参照してください。

＜注意事項＞
　①取り外しに必要なスペースを確保してください。
　②バルブを取り外しても装置に支障がないことを確認して下さい。
　③配管内の流れを遮断し，プロセス圧力を必ず抜いてから取り外
　　してください。
　④バルブ近傍の温度が常温になったことを確認してから取り外し
　　てください。
　⑤バルブを取り外す場合は，再組立できるように，配管接続フラ
　　ンジ・空気配管接続部・電気配線接続部など，各部に相マーク
　　を印してください。
　⑥バルブを取り外す場合は，安全のため必ずメガネレンチを使用
　　してください。
　⑦クレーンでバルブを装置から取り外す場合は，無理な力がかか
　　らないように配管接続ボルトはすべて取り外してください。

2. 取り外し



　＜バルブの取り外し＞
（１）配管サポートを取り付ける。
　　　必要に応じ，配管サポートを取り付けてください。
（２）流体を止める，圧力を抜く，残留液を抜く。
　　　配管内流体が流れていないか，圧力がかかっていないか確認
　　　してください。圧力がかかっている場合は，流体の流れを止め，
　　　圧力を抜いてください。その後残留液を抜いてください。
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●配管内に圧力がかかったままバルブを取り外すと大変危険
　です。
●バルブを装置から取り外す場合は，必ず配管内に圧力がか
　かっていないこと，流体が流れていないこと，また残留液
　がないことを確認してください。
●危険流体の場合，液抜きの方法・取り扱いについて専門技
　術者を呼んで対処してください。

注 意

（３）電気配線の取り外し
　　　バルブに附属されている電気機器への電源供給を断った後，
　　　配線を外してください。
　　　配線を外す前に，再組立時の利便のため，機器および配線に
　　　相マーク，線番などの印を付けてください
　　　取り外した電線には，感電・漏電などの防止のため，ビニル
　　　テープなどで絶縁対策を行ってください。

（４）空気配管の取り外し
　　　止め弁などでバルブ計装品への空気の供給を断った後，空気
　　　配管を外します。
　　　空気配管を外す前に，再組立時の利便のため，機器および配
　　　管に相マーク，番号などの印を付けてください。
　　　取り外した機器・配管には，ゴミ混入防止のため，防塵キャ
　　　ップ，またはビニルテープなどでシールを行ってください。
（５）配管からの取り外し
　　　必要に応じ玉掛けなどをしてバルブを固定してください。
　　　その後，フランジを固定しているボルト，ナットを緩めて外し，
　　　バルブを取り外します。
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●配線工事は，電気設備技術基準に従い電気工事士有資格者
　が行ってください。
●配線工事は雨天や高湿度の状態を避けて行ってください。
　コネクタ内や端子箱への水分の侵入は漏電・サビ発生の原
　因となります。
●附属部品の固定用ネジやシールパッキンなどは紛失しない
　ように注意してください。固定用ネジの締め付けは，シー
　ルパッキン（ガスケット）の装着を確認し，片締めになら
　ないよう均等なトルクで締め付けてください。
●ケーブルネジや電線管のシール部の締め付けは確実に行い，
　水分の侵入がないようにしてください。
●バルブを配管から取り外す場合，バルブ本体の下やフラン
　ジの間に絶対に手や足を差し入れないでください。指の切
　断や足を負傷する恐れがあります。

注 意

バルブ落下・指づめ注意!!



25

第5章　トラブル対策

現     象

流体が流れない

シート漏れ

ボディガスケット
からの漏れ

バルブグランド部
からの漏れ

原　　因

防塵キャップを外さずにバルブ
を取り付け

異物混入によりボールシートに
傷が発生

バルブを半開で使用しボールシ
ートが変形

内圧上昇によるボールシートの
変形

配管内の異常昇圧によるボール
シートの変形

１ＷＡＹ仕様のバルブで取り付
け方向間違い

ボールシート材質の選定不良

接合フランジボルト・ナットの
緩み

配管の応力などによるバルブ接
合フランジ部のボルト・ナット
の緩み

内圧上昇による漏れ

グランドボルトの緩み

グランドパッキンの摩耗

内圧上昇による漏れ

熱サイクルなどによるグランド
パッキンの変形

対　　　　策

配管から取り外し，防塵キャップ を外した
後，配管に取り付ける

ボールシート交換の上，洗浄およびフラッ
シングを行ない，バルブを取り付ける

ボールシートを交換する

注意：バルブを半開で使用するとボールシ
　　　ート変形の原因となりますので，半
　　　開では使用しないでください。  

①流体温度が変化しないようプロセスを変
　更する
②１ＷＡＹ仕様のバルブまたは，トラニオ
　ン型バルブと交換する
③ボールシートを交換する

流れ方向およびバルブが閉の状態での加圧
方向を確認して，再度取り付ける

バルブでは対策できませんので装置側で対
策を行って下さい

①仕様を確認する
②ボールシートまたはバルブを交換する

均一な力で対角交互に増し締めする

①配管応力がバルブにかからないよう配管
　サポートを取り付ける
②均一な力で対角交互に増し締めする

１ＷＡＹ構造のバルブまたは，トラニオン
型バルブに交換する

均一な力で交互に増し締めする

グランドパッキンを交換する

１ＷＡＹ構造のバルブまたは，トラニオン
型バルブに交換する

①グランド部パッキン材料を見直し，交換
　する
②グランド部Ｏリング入り構造のバルブと
　交換する
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現     象

作動不良 

腐食

電磁弁が正常に作動
しない

原　　因

供給圧力および空気容量の不足

バルブ内に異物混入

ボールシート摩耗

粉体の圧密，固着
(流体が粉体の場合)

コンプレッサーの異常

空気配管の詰まり，破損

フィルター付減圧弁の故障

スピードコントローラの絞りす
ぎ

アクチュエータのピストンＯリ
ングの摩耗

バイパス弁が開になっている

電磁弁の排気口に防塵キャップ
が付いている

空気配管がシールテープで塞が
れている

電線管のねじ込み過ぎによるコ
イルの変形

リングジョイントのねじ込み過
ぎによるスプールの変形

電圧間違いによるコイル焼損ま
たは，作動不良

電圧違いによる電磁弁のうなり

対　　　　策

①必要供給圧力を確保する
②必要により空気ヘッダーを設置する

ボールシート交換の上，洗浄およびフラッ
シングを行ない，バルブを取り付ける

①ボールシートを交換する
②メタルタッチボールバルブなどに交換する

①ボールシートを交換する
②アクチュエータのサイズを見直す

コンプレッサーを点検する

空気配管を修復する

①ドレンを除去する
②フィルター付減圧弁を交換する

スピードコントローラを調整する

Ｏリングを交換する

バイパス弁を閉める

防塵キャップを外す

空気配管の塞がれている箇所を修復する

適切な材質のバルブに交換する

電磁弁を交換する

電磁弁を交換する

①電圧を確認する
②電磁弁仕様を確認する
③電磁弁を交換する

  第5章  トラブル対策
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  第5章  トラブル対策

現     象

電磁弁が正常に作動
しない

リミットスイッチが
正常に作動しない

近接スイッチが常に
作動しない

原　　因

配線ミス，電磁弁内部での漏電

シールテープなどの異物混入

電磁弁内が雨水などで浸水

電磁弁からの異常な排気

配線ミス，リミットスイッチ内
部での漏電

断線

ストライカー取り付け位置のズ
レ，ネジの緩み

検出距離のズレ

配線ミス

断線

対　　　　策

配線を確認し修復する

手動切換えスイッチの位置間違
い

手動切換スイッチを正常な位置に戻す。

①異物を除去する
②電磁弁を交換する

①防滴型電磁弁を使用する
②配線コネクタ・電線管などの配線接続部
　を確認し修復する

バイパス弁などを確認し修復する

配線を確認し修復する

①ストライカー取り付け位置を再調整する
②ストライカーの取り付けボルトを増し締
　めする

近接スイッチ取り付け位置を再調整する

配線を確認し修復する

空気配管を確認し修復する空気配管ミス

パイロット口を開放するパイロット口が塞がれている
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第6章　保証及び免責事項

製品の保証期間は、お客様への製品の出荷後18ヶ月間、または製品が
組み込まれた設備の試運転開始後12ヶ月間のいずれか短い方とさせて
頂きます。

1. 保証期間

製品は予告なく製造中止、改良を行うことがあります。製造、販売中止を
した製品については、中止後5年を経過した場合、その製品の修理、オーバー
ホール等に応じかねることがあります。また、当該製品の部品、補用品の
供給についても出来かねる場合があります。あらかじめご了承下さいます
ようお願いいたします。

3. 製造中止品の有償修理・部品提供

上記保証期間中に弊社の責により製品の故障を生じた場合は、その
製品の故障部分の交換または修理を無償で行います（日本国内に限り
ます。）。但し、保証期間内であっても次に該当する場合の対応は有償と
させて頂きます。
①カタログまたは別途取り交わした仕様書などにて確認された以外の
不適当な条件・環境・取扱いによる故障・損傷の場合
②故障・損傷の原因が納入品以外の事由による場合
③弊社以外による改造または修理による故障・損傷の場合
④経年変化（腐食、劣化、消耗品の摩耗、破損等）に伴う製品の機能または
性能の劣化に起因する故障・損傷の場合
⑤野積み等不適切な製品の保管に起因する故障・損傷の場合
⑥火災、地震、風水害、その他の天災地変に起因する故障・損傷の場合
⑦その他、弊社の責任外と判断される場合
尚、保証の対象は、製品単体の保証（無償にて製品の修理、部品交換、

または製品の交換）に限定されるものとし、製品の故障に関連して発生
したいかなる損害（生産停止による損害補償等）についても弊社は責任を
負いかねますので、ご容赦願います。

2. 保証範囲と免責事項
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●ISO 9001 認証登録事業所
●ISO14001認証登録事業所
●ISO45001認証登録事業所（鴻池事業所）
●高圧ガス大臣認定試験者事業所
●API表示認可事業所

大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番7号（清和梅田ビル20階）〒530-0057
電　話(06)6363̶0050 (代)
F A X(06)6363̶ 0162
E-mail  valve_info@hisaka.co.jp
URL http://www.hisaka.co.jp

大 阪 営 業 課
営　 業　 部

海 外 営 業 課
大阪府東大阪市東鴻池町2丁目1番48号〒578-0973
電　話(072)966̶9651 (代)
F A X(072)966̶ 9652

東　京　支　店
東京都中央区京橋1丁目19番8号（京橋ＯＭビル2階）〒104-0031
電　話(03)5250̶0770 (代)
F A X(03)6324̶3854

千 葉 営 業 所
千葉県市原市五井中央西1丁目23番地6（ジュリオ斉藤ビル201号室）〒290-0081
電　話(0436)20̶1660 (代)
F A X(0436)20̶1661

名 古 屋 支 店
愛知県名古屋市中区栄1丁目１２番１７号（富士フイルム名古屋ビル１２階）〒460-0008
電　話(052)217̶2493
F A X(052)217̶ 2494

北 九 州 支 店
福岡県北九州市小倉北区紺屋町9－1（明治安田生命小倉ビル12階）〒802-0081
電　話(093)531̶1151
F A X(093)531̶ 1152

さいたま営業所
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4－13－2Ｊプロ大宮ビル４F〒330-0834
電　話(048)650̶8870 (代)
F A X(048)650̶8871

製品改良に伴い予告なく仕様変更をさせていただく場合
があります。予めご了承ください。




